
安全衛生ハンドブック №142421 

雇入れ時・送り出し時・新規入場時教育用 

＜新旧対照表＞ ４版 令和６年２月９日 
【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 

（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

[ 表記・用語の統一  （例：職場→事業所 など） ] 
※ヒヤリ・ハット→ヒヤリハット 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

全

て 

イラス

ト 

マスクをつけたイラストをマスクなしに修正 

 

全

て 

イラス

ト 

 

表

紙 

上から

2行目 

新型コロナウイルス感染防止対応版 

（上記を削除） 

表

紙 

  

目

次 

3 

上から

4行目 

保護めがね・耳せん………………………46 

 

目

次 

3 

上から

4行目 

保護めがね・聴覚保護具……………………46 

目

次 

4 

上から

9行目 

新たな解体用機械…………………………66 

 

目

次 

4 

上から

9行目 

解体用機械による作業………………………66 

目

次 

4 

下から

8行目 

移動式丸のこ盤作業………………………71 

 

目

次 

4 

下から

8行目 

携帯用丸のこ盤作業…………………………71 

6 イラス

ト 

（赤枠を修正） 6 イラス

ト 

 

  

7 上から

2行目 

（赤枠を追加） 

 

7 上から

2行目 

 

  

9 上から

8行目 

安全担当者、安全衛生責任者（職長）が実施

します。 

 

9 上から

8行目 

安全担当者、安全衛生責任者（職長）等が実

施します。 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

11 円グラ

フ 

（右記に差し替え） 11 円グラ

フ 

 

  

12 上から

2行目 

○ 現場に入場して３週間以内の被災率が全

体の約57％を占めています。特に入場当日及

び７日以内の被災率は合わせて48％以上とな

ります。 

12 上から

2行目 

○ 現場に入場して初日の被災率が全体の約

14％を占めています。そして入場当日及び７

日以内の被災率は合わせて 21％以上となり

ます。 

12 円グラ

フ 

（右記に差し替え） 12 円グラ

フ 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

13 図 （赤枠を追加、修正） 13 図  

  

14 図 （右図に差し替え） 

 

14 図  

  

16 下から

4行目 

☆ アーク溶接作業（特別教育） 

 

16 下から

4行目 

☆アーク溶接作業（作業主任者限定技能講習、

特別教育） 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

18 上から

5行目 

○ 「労災かくし」は犯罪です。 

…厳しい罰則が科せられます。 

18 上から

5行目 

○ 「労災かくし」は犯罪です。 

…厳しい罰則が科せられます。（労働安全衛

生法第120 条ほか） 

20 

 

下から

2行目 

■ ドラグ・ショベルでヒューム管を吊り下

ろそうとして、… 

20 

 

下から

2行目 

■ 油圧ショベルでヒューム管を吊り下ろそ

うとして、… 

21 下から

2行目 

■ 材料に気を取られ、事前に現場状況をチ

ェックしなかったため、… 

21 下から

2行目 

■ 材料に気を取られ、事前に周囲をチェッ

クしなかったため、… 

22 イラス

ト 

（赤枠を修正） 22 イラス

ト 

 

  

23 イラス

ト 

（赤枠を修正） 23 イラス

ト 

 

 

 

29 下から

1行目 

じゃまな物があったら率先して片づけてお

く。 

29 下から

1行目 

じゃまな物があったら職長に連絡し、片付け

ておく。 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

29 イラス

ト 

（赤枠を追加） 

 

29 イラス

ト 

 

 
 

31 下から

6行目 

…また、通路や梁、桁上には物を置かない。 31 下から

6行目 

…また、通路や梁、壁上には物を置かない。 

32 上から

6行目

以降 

（赤枠を修正） 

 

 

32 上から

6行目

以降 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

35 イラス

ト 

（赤枠を修正） 

 

35 イラス

ト 

 

  

36 イラス

ト 

（赤枠を修正） 

 

36 イラス

ト 

 

  

39 上から

6行目 

□材料等の鋭角部にロープが直接当たらない

ようにする。 

39 上から

6行目 

□材料等のとがった角にロープが直接当たら

ないようにする。 

42 画像 （右に差し替え） 42 画像  
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

45 上から

6行目 

□電気ドリルや電動ノコギリ、携帯用丸ノコ

など、… 

45 上から

6行目 

□電気ドリルや電動のこぎり、携帯用丸のこ

盤など、… 

46 上から

1行目 

保護めがね・耳せん 46 上から

1行目 

保護めがね・聴覚保護具 

46 上から

6行目 

□騒音の激しい作業では、耳せんを使用する。 

 

46 上から

6行目 

□騒音の激しい作業では、聴覚保護具（耳せ

んや耳覆い）を使用する。 

48  （赤枠を修正） 48 イラス

ト 

 

  

49 上から

5行目 

必ず３点支持を守る。 

 

49 上から

5行目 

昇り降り時は、必ず３点支持（両手と片足⇔

片手と両足）を守る。 

50 下から

１行目

の次行 

 50 下から

１行目 

□積載荷重は守る。 

53 上から

4行目 

□作業前に必ずアウトリガーを張り出す。 

 

53 上から

4行目 

□作業前に必ずアウトリガーを張り出す。（全

張り出し） 

54 下から

１行目 

□足場板を勝手に移動させない。 

 

（下線部を削除） 

54   
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

54 イラス

ト 

（赤枠を修正） 54 イラス

ト 

 

  

56 イラス

ト 

（赤枠を修正） 

 

56 イラス

ト 

 

  

57 イラス

ト 

（赤枠を追加） 57 イラス

ト 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

58 イラス

ト 

（赤枠を追加） 58 イラス

ト 

 

  

59 イラス

ト 

（赤枠を追加） 59 イラス

ト 

※水平つなぎ、根がらみを追記している 

  

61 上から

1行目 

ドラグ・ショベル作業 

 

61 上から

1行目 

油圧ショベル作業 

61 上から

2行目 

ドラグ・ショベル（バックホウ）では、… 

 

61 上から

2行目 

油圧ショベルでは、… 

61 下から

5行目

以降 

□…オペレーターが重機を停止してから接近

する。 

61 下から

5行目

以降 

□…オペレーターが重機を停止してから接近

する。（グーパー合図のやり方はP34 参照） 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

61 イラス

ト 

（赤枠を修正） 61 イラス

ト 

 

  

62 1 行目

以降 

（赤枠を修正、削除） 62 1 行目

以降 

 

 

 

64 イラス

ト 

（赤枠を追加） 64 イラス

ト 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

65 イラス

ト 

（赤枠を修正） 65 イラス

ト 

 

  

66 1 行目 新たな解体用機械 66 1 行目 解体用機械による作業 

66 2 行目 ○ 法令の改正により、これまでのブレーカ

に加えて、新たな解体用機械として、「鉄骨

切断機」、「コンクリ－ト圧砕機」、「解体用つ

かみ機」が規定されました。 

66 2 行目 ○ 解体用機械には、「ブレーカ」のほか、

「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解

体用つかみ機」があります。 

66 4 行目

の次行 

（下線を追加） 66 4 行目 □ブレーカとは、油圧又は空気圧で駆動する

ブレーカユニット（打撃式破砕機）をアタッ

チメントとして装備した建設機械。 

66 下から

3行目 

※ 上記の「新たな解体用機械」の運転に

は、 

66 下から

3行目 

※ 解体用機械の運転には、 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

67 1 行目

以降 

（赤枠を移動） 67 1 行目

以降 

 

 

 

 

 

70 イラス

ト 

（赤枠を修正、追加） 70 イラス

ト 

 

  

71 上から

1行目 

移動式丸のこ盤作業 

 

71 上から

1行目 

携帯用丸のこ盤作業 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

72 イラス

ト 

（赤枠を修正） 72 イラス

ト 

 

  

76 上から

9行目

と 15

行目 

 76 上から

8行目

と 14行

目 

 

  

78 上から

4行目 

有機溶剤についての特別教育（準ずる）を受

けてから作業に就く。 

78 上から

4行目 

有機溶剤についての特別教育（準ずる教育）

を受けてから作業に就く。 
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（旧版） 3 版（令和 4 年 7 月 20 日） No.142421 （新版） 4 版（令和 6 年 2 月 9 日） No.142421 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

79 上から

4行目

以降 

□振動障害についての特別教育（準ずる）を

受けてから作業に就く。 

□手持ち振動工具(チェーンソー、さく岩機

等) の振動工具の使用時間は１日２時間以

内、連続作業時間は10 分以内とする。 

79 上から

4行目

以降 

□振動障害についての特別教育（準ずる教育）

を受けてから作業に就く。 

□手持ち振動工具( チェーンソー、さく岩機

等) の振動工具の使用時間は１日２時間以

内、連続作業時間はおおむね10 分以内とし、

その後５分以上の休止時間を設ける。 

82 下から

２行目 

長時間にわたる継続運転をしない。 

 

82 下から

２行目 

長時間にわたる継続運転をしない。（休憩や交

代する） 

83 上から

8行目 

（赤枠を修正） 83 上から

8行目 

 

  


